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納
税
等
は
便
利
な
口
座
振
替
で
！

町
の
税
金
等
は
金
融
機
関
・
農

協
・
郵
便
局
の
預
貯
金
口
座
か
ら

の
引
き
落
と
し
が
可
能
で
す
。

振
替
納
税
に
す
る
と
、
納
税
の
た

め
に
金
融
機
関
な
ど
に
出
掛
け
な

く
て
も
よ
く
な
り
、
ま
た
納
期
を

う
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
も

な
く
な
り
ま
す
。

ま
だ
口
座
振
替
を
ご
利
用
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
便
利
な
口

座
振
替
に
し
ま
し
ょ
う
。
手
続
き

は
簡
単
で
、
左
記
を
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

【
申
込
場
所
】

コ
ス
モ
ス
農
協
・
四
国
銀
行
・

高
知
銀
行
・
高
知
信
用
金
庫
・

郵
便
局
の
い
ず
れ
か
の
窓
口

【
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の
】

口
座
振
替
依
頼
書
・
預
貯
金
通

帳
・
通
帳
印

【
利
用
で
き
る
町
税
等
】

町
･
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、

国
保
税
、
介
護
保
険
料
、
上
下

水
道
料
、
幼
稚
園
授
業
料
、
保

育
料
、
住
宅
使
用
料

【
問
い
合
わ
せ
先
】

本
庁
税
務
課

@
３
５
・
１
０
８
０

池
川
総
合
支
所
住
民
課

@
３
４
・
２
１
１
１

仁
淀
総
合
支
所
住
民
課

@
３
２
・
１
１
１
１

コスモス農協の長者事業所・名
野川事業所改廃に伴い

公金の取り扱いが
できなくなります！！

コスモス農協の事業所見直し
により長者事業所は業務縮小、
名野川事業所は吾川支所に統合
することとなり、6月1日から両
事業所で扱ってきた公金の取り
扱いができなくなります。
なお、役場の総合支所・出張

所でも手数料以外の公金の取り
扱いは行っていませんのでご注
意ください。

地
籍
調
査
に
つ
い
て

「
名
野
川
、
崎
ノ
山
、
下
北
川
、

二
ノ
滝
、
名
野
川
大
平
、
用
居
の

一
部
、
森
の
一
部
、
長
者
甲
・
乙

の
各
一
部
」
の
地
籍
調
査
は
、
高

知
地
方
法
務
局
い
の
支
局
に
お
い

て
、
地
籍
調
査
の
成
果
に
基
づ
く

登
記
事
務
が
完
了
し
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

本
年
度
吾
川
地
区
は
「
上
名
野

川
の
一
部
」
を
、
池
川
地
区
は

「
用
居
の
一
部
、
大
平
の
一
部
、

吉
ヶ
成
」を
調
査
す
る
予
定
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
地
籍
調
査
に
対

す
る
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

本
庁
国
土
調
査
係

@
３
５
・
１
０
８
６

池
川
総
合
支
所
国
土
調
査
係

@
３
４
・
２
１
２
０

仁
淀
総
合
支
所
国
土
調
査
係

@
３
２
・
１
１
３
０

１．

配
付
の
対
象
者

重
度
の
身
体
障
害
者
（
一
級
ま

た
は
二
級
の
方
）

重
度
の
知
的
障
害
者
（
療
育
手

帳
に
「
Ａ
」
ま
た
は
一
度
、
二

度
と
表
記
さ
れ
て
い
る
方
）

２．

受
付
期
間

四
月
三
日
か
ら
五
月
三
十
一
日

ま
で

３．

配
付
は
が
き

く
ぼ
み
入
り
通
常
郵
便
は
が
き

４．

配
付
枚
数

一
人
に
つ
き
二
十
枚

５．

申
し
込
み
方
法

希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
近
く

の
郵
便
局
に
身
体
障
害
者
手
帳

ま
た
は
療
育
手
帳
を
提
示
し
、

所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
代

理
の
方
で
も
結
構
で
す
）

用
紙
は
郵
便
局
、
福
祉
事
務

所
お
よ
び
児
童
相
談
所
の
窓
口

に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

な
お
、
郵
便
で
も
申
し
込
み

い
た
だ
け
ま
す
の
で
「
青
い
鳥

郵
便
は
が
き
配
付
申
込
書
」
と

明
記
し
た
用
紙
に
、
手
帳
の
種

類
、
手
帳
番
号
、
級
別
ま
た
は

程
度
、
住
所
、
氏
名
を
記
入
し

て
町
内
の
郵
便
局
に
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

６．

配
付
の
方
法

お
住
ま
い
の
住
所
を
受
け
持

つ
集
配
郵
便
局
に
直
接
申
し
込

ま
れ
た
場
合
は
、
そ
の
場
で
お

渡
し
し
ま
す
。

郵
便
で
お
申
し
込
み
い
た
だ

い
た
場
合
は
、
受
け
付
け
後
郵

送
し
ま
す
。

日本郵政公社では、身体障害
者および知的障害者の福祉に対
する国民の理解と認識をさらに
深めることを目的として、重度
の身体障害者の方および知的障
害者の方で希望される方に、青
い鳥をデザインしたオリジナル
封筒にくぼみ入り通常郵便はが
きを入れて無料で差し上げてい
ます。

青い鳥郵便はがきの
無償配布

重要なお知らせ
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国
民
年
金
だ
よ
り

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

は
、
在
学
期
間
中
の
国
民
年

金
保
険
料
を
社
会
人
に
な
っ

て
か
ら
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

保
険
料
の
未
納
が
あ
る
と
、

万
が
一
の
と
き
に
障
害
基
礎

年
金
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
の
承

認
を
受
け
た
期
間
は
未
納
の

取
り
扱
い
と
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
安
心
で
す
。

【
対
象
者
】

大
学
（
大
学
院
）、
短
期
大

学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門

学
校
、
専
修
学
校
（
夜
間
・

定
時
制
過
程
や
通
信
制
課
程

も
含
む
）
な
ど
に
在
学
す
る

二
十
歳
以
上
の
学
生
で
、
学

生
本
人
の
前
年
の
所
得
が
百

八
十
万
円
以
下
（
扶
養
親
族

等
が
い
る
場
合
や
社
会
保
険

料
控
除
等
が
あ
る
場
合
は
、

そ
の
数
や
金
額
に
応
じ
た
額

が
加
算
さ
れ
ま
す
）
の
方

【
承
認
期
間
】

平
成
十
八
年
四
月
か
ら
平

成
十
九
年
三
月
ま
で

【
承
認
を
受
け
た
期
間
は
…
】

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資

格
期
間
（
二
十
五
年
以
上
納

付
）
に
も
算
入
さ
れ
ま
す
が
、

金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

十
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
付
（
追
納
）
で

き
ま
す
の
で
、
将
来
受
け
取

る
年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け

る
た
め
に
も
、
卒
業
し
た
ら

追
納
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

※
承
認
を
受
け
た
年
度
の

翌
々
年
度
を
超
え
て
追
納
す

る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険

料
に
一
定
の
加
算
額
が
掛
か

り
ま
す
。

【
申
請
手
続
き
】

役
場
町
民
課
ま
た
は
池

川
・
仁
淀
総
合
支
所
住
民
課

に
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。申

請
は
毎
年
度
必
要
で
す

（
前
年
度
に
承
認
を
受
け
て
い

た
方
も
、
引
き
続
き
学
生
の

場
合
は
再
度
申
請
が
必
要
で

す
）。
申
請
が
遅
く
な
る
と
、
万

が
一
の
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
な

ど
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

・
申
請
に
必
要
な
も
の
…
年
金
手

帳
、
学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在

学
証
明
書
、
印
鑑
（
本
人
署
名

の
場
合
は
不
要
）
な
ど

※
学
生
以
外
の
方
に
は
「
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
」
や
「
申
請
免

除
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
社
会
保
険
事
務
所
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

本
庁
町
民
課

@
３
５
・
１
０
８
８
　

池
川
総
合
支
所
住
民
課

@
３
４
・
２
１
１
１

仁
淀
総
合
支
所
住
民
課

@
３
２
・
１
１
１
１

高
知
西
社
会
保
険
事
務
所

@
０
８
８
・
８
７
５
・
１
７
１
７

学生の皆さんには「学生納付特例制度」があります

地域安全アドバイス�
＊＊＊佐川警察署内・高吾北地区地域安全協会 @22-0560＊＊＊�

暖かい
季節は危険がいっぱい

　　防犯
ブザーの貸し出しをしています

女性や子どもを狙った変質者が出没しています。 
佐川警察署管内でも３月ごろから変質者や不審者の目撃情報や事案が発生しています。 

～被害に遭わないために～ 
 ◎ 一人での外出はやめましょう。 
 　（学校帰りなどは家の近所の友達と帰りましょう） 
 ◎ 車や歩行者が多い道を選びましょう。 
 　（人通りの少ない道では防犯ブザーを鳴らしても助けてくれる人
が　　 いません） 
 ◎ 防犯ブザーや携帯電話をいつでも使えるようにしておきましょう
。 

佐川警察署内にある高吾北地区地域
安全協会では、防犯ブザーの貸し出
しをしています。�
ご質問など問い合わせは当協会へ�

@２２－０５６０�



補助金額
３５万４千円
４１万１千円
５１万９千円
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合併浄化槽設置補助制度

浄化槽を設置すると、家庭から出されるすべ
ての汚水を浄化し放流するため、川や海などへ
の汚濁負荷が大幅に軽減されます。
取り付け工事も簡単で、設置には普通車一

台程度の広さがあれば十分です。
【補助金を受けることのできる方】
専用住宅などに浄化槽を設置する方
※店舗併用住宅も含みます。
なお共同住宅は補助の対象になりません。

【補助金の額】

【補助の対象となる地域】
町内全域。ただし農業集落排水処理区域は

除きます。
【補助の対象となる浄化槽】
国庫補助指針に適合する処理対象人員10

人までの浄化槽に限ります。
【本年度予定基数】
５人槽　　 １５基
６～７人槽　 ７基
※平成１８年度（１９年３月３１日まで）に設置を予
定されている人は、下記までお問い合わせく
ださい。

【問い合わせ先】
本庁町民課　
@３５・１０８８
池川総合支所地域振興課
@３４・２１１５
仁淀総合支所地域振興課
@３２・１１１２

こ
の
制
度
は
、
生
ご
み
の
減
量

化
推
進
お
よ
び
有
効
利
用
を
図
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

【
補
助
対
象
処
理
機
】

電
力
を
動
力
源
と
す
る
バ
イ
オ

式
・
乾
燥
式
処
理
機

【
補
助
対
象
者
】

町
内
の
店
舗
で
処
理
機
を
購
入

し
、
使
用
さ
れ
る
方

【
補
助
金
の
額
】

購
入
価
格
の
二
分
の
一
以
内
と

し
、
最
高
限
度
額
は
三
万
円

【
問
い
合
わ
せ
先
】

本
庁
町
民
課

@
３
５
・
１
０
８
８

池
川
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

@
３
４
・
２
１
１
２

仁
淀
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

@
３
２
・
１
１
１
０

生
ご
み
処
理
機

購
入
補
助
制
度

人槽区分
５人槽
６～７人槽
８～１０人槽

※住宅面積などにより、浄化槽の大きさが
変わります。

児童手当制度が拡充されました
申請手続きをお忘れなく

改正の内容
・支給対象が、小学校３年生修了までから、小学校修了(６年
生）までに拡大
・所得制限の引き上げ

改正に伴う手続きについて
４月に小学校４年生の児童がいる保護者
すでに児童手当を受給している場合は、手続きの必要
はありません。
４月に小学校５年生または６年生の児童がいる保護者
これまで児童手当を受給していない保護者の方は認
定請求、受給していた保護者の方は額改定請求の手
続きが必要です。

これまで所得制限により児童手当を受給していない保護者
所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給で
きる場合がありますので、認定請求の手続が必要で
す。

認定請求書に必要な添付書類
・健康保険被保険者証等の写し（申請者が厚生年金等加
入者の場合）
・所得証明書（昨年の１月１日に仁淀川町に住所がなかっ
た場合）など

☆改正に伴う新規請求は、平成１８年９月３０日まで受け付け
たものに限り、特例的に４月１日にさかのぼって支給され
ます。
☆所得には一定の控除があります。また所得制限限度額は
年によって変更されることがありますので、詳しくは役場
窓口（公務員の方は勤務先）へお問い合わせください。

問い合わせ先
本庁町民課　　　　　　　　@３５・１０８８
池川総合支所健康福祉課　　@３４・２１１２
仁淀総合支所健康福祉課　　@３２・１１10
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こ
の
補
助
金
は
、
本
年
度
新
た

に
設
け
ら
れ
た
補
助
金
で
、
素
材

生
産
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
状
況
を

考
慮
し
、
製
材
所
等
へ
の
素
材
搬

入
に
対
し
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ

り
間
伐
な
ど
を
促
し
、
ひ
い
て
は

森
林
の
環
境
保
全
を
図
ろ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

対
象
は
、
町
内
の
山
林
か
ら
町

内
の
製
材
所
等
の
他
、
佐
川
木
材

団
地
に
搬
入
さ
れ
る
素
材
で
、
山

林
所
有
者
に
対
し
十
立
方
メ
ー
ト

ル
当
た
り
五
千
円
を
交
付
し
ま

す
。

実
施
基
準

・
町
内
の
民
有
林
で
伐
採
さ
れ
た

素
材
で
あ
る
こ
と
。

・
一
所
有
者
当
た
り
五
百
立
方
メ

ー
ト
ル
を
上
限
と
し
、
最
低
十

立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

・
伐
採
個
所
、
所
有
者
、
面
積
を

明
確
に
す
る
こ
と
。

・
町
内
の
製
材
所
等
ま
た
は
佐
川

木
材
団
地
の
出
荷
証
明
が
あ
る

製
材
所
等
へ
の
原
木
の
搬
入
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

間
伐
材
搬
入
促
進
事
業
補
助
金

@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?

@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
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こ
と
。

・
佐
川
木
材
団
地
で
の
取
り
扱
い

は
、
末
口
径
十
四
m
か
ら
三
十

六
m
ま
で
と
す
る
。

な
お
バ
イ
オ
マ
ス
の
原
料
と
し

て
利
用
す
る
曲
材
、
元
玉
な
ど
に

つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
二
月
ご

ろ
か
ら
佐
川
木
材
団
地
で
受
け
入

れ
る
予
定
を
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

本
庁
産
業
建
設
課

@
３
５
・
１
０
８
３

この補助金は、旧池川町で実施されてきたもので、
景観あるいは生活の支障となる樹木を伐採、台風によ
る倒木から家屋を守るなど、生活環境の整備を進めて
いくことを目的とし、雑木林の伐採などに対し、地区
を対象に最高限度額３０万円を交付します。申請は集
落代表者（原則として区長）が行います。

実施基準
・過去に間伐補助事業を実施している山林については、
間伐実施後５年以上経過していること。
・竹など成長が著しいものについては、町において判断
する。
・保安林の場合、伐採許可を受けること。
・補助対象面積は一畝（１００平方メートル）以上一反
（１，０００平方メートル）以下とする。
・伐採については、地権者の承諾を得ること。

詳細については下記までお問い合わせください。

問い合わせ先
本庁産業建設課　　　　　　@３５・１０８３
池川総合支所地域振興課　　@３４・２１１４　
仁淀総合支所地域振興課　　@３２・１１１３

地域の手で快適な生活環境の確保を
生活環境林伐採事業

伐採前

●楮原集落で実施した伐採事業 ●

伐採後 t



場　所
池川保健福祉センター
仁淀川町保健センター
仁淀川町保健センター　(午前）
仁淀多目的研修集会施設(午後）
池川保健福祉センター
仁淀川町保健センター

月　日

11月30日(木)

月　日
７月12日(水)
７月27日(木)

11月30日(木)

１月17日(水)
１月18日(木)

月　日
５月19日(金)
６月30日(金)
７月21日(金)
８月25日(金)
９月29日(金)
10月26日(木)
11月17日(金)
12月21日(木)
１月25日(木)
２月23日(金)
３月29日(木)
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☆育児相談
乳幼児を対象に保健師が計測や育児に関する

相談に応じます。時間はいずれも午前10時～11
時30分です。子育ての情報交換や交流の場とし
て気軽にご参加ください。

☆乳児・1歳6カ月児健診
乳児は生後4カ月～12カ月未満、1歳6カ月

児は生後1歳6カ月～2歳未満のお子さんが対象
です。
対象者には個別通知をします。

☆離乳食講習会
生後4～10カ月のお子さんがいる家族を対象

に、栄養士による離乳食の講習会を実施してい
ます。時間はいずれも午前9時30分～11時30
分です。
対象者には個別通知をします　

☆2歳児歯科健診・フッ素塗布
生後2歳6カ月～3歳未満のお子さんが対象で

す。
対象者には個別通知をします。

☆ままちっち(母乳哺育サークル）
母乳哺育を楽しむサークルです。助産師さん

のおっぱいマッサージが受けられます。（指導
料は無料）
お母さん同士の交流としても、ぜひご参加くだ
さい。
助産師：邑田　多恵さん

☆3歳児健診
生後3歳6カ月～4歳未満のお子さんが対象で

す。
対象者には個別通知をします。

◇問い合わせ先◇
本庁保健福祉課　　　　　@３５・０８８８
池川総合支所健康福祉課　@３４・２３２１
仁淀総合支所健康福祉課　@３２・１１１０
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※日程は変更する場合があります。

場　所
仁淀多目的研修集会施設
池川保健福祉センター
仁淀川町保健センター
仁淀多目的研修集会施設
池川保健福祉センター
仁淀川町保健センター
仁淀多目的研修集会施設
池川保健福祉センター
仁淀川町保健センター
仁淀多目的研修集会施設
池川保健福祉センター

月　日
７月６日(木)
10月５日(木)
３月１日(木)

場　所
仁淀川町保健センター
仁淀多目的研修集会施設
池川保健福祉センター

日　時

場　所

毎月第1・第3火曜日
午前9時30分～12時
仁淀川町保健センター

場　所
仁淀川町保健センター （午前）
仁淀多目的研修集会施設（午後）

月　日
６月15日(木)
12月14日(木)

場　所
仁淀川町保健センター
仁淀川町保健センター

※1歳6カ月児健診は11月30日だけです。

平成１８年度　母子保健事業のご案内�


